
滋賀県知事　　三日月　大造

１　処分の原因となった事実

　　建設業法第12条（第17条において準用する場合を含む。）の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５号に該当する。

２　建設業の許可の全部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R5.5.8 一陸建設 金本　英壱 湖南市岩根中央３－160
（般－０２）
第０３１２９５号

土・と・石・鋼・舗・しゅ・塗・水・
解

R5.5.12 発展工業 浅井　太司 長浜市木之本町廣瀬302－48
（般－０３）
第０７０４１１号

と・解

R5.5.12 大裕鉄工 小島　賢 高島市安曇川町下小川372－２
（般－０４）
第０８００９９号

建・管・鋼

R5.5.16 桐島総建 中澤　隆二 長浜市木之本町廣瀬288－20
（般－３１）
第０７０４６１号

と

R5.5.16 鳶山組 山川　大輔 大津市池の里３－７
（般－０４）
第０１３４１０号

と

R5.5.22
インテリアフクアー
ト

袋本　将史 野洲市小篠原1940－41
（般－０２）
第０２２５０１号

内

R5.5.22 岡本電気 岡本　清 高島市安曇川町北船木1988－１
（般－０２）
第０８０２９０号

電

R5.5.22 株式会社メセナ 岡田　隆彦 彦根市高宮町3087－２
（般－０１）
第０５１５５６号

土

R5.5.29 有限会社谷永工務店 谷　成隆 蒲生郡日野町内池523
（般－０１）
第０４０５８７号

建・大

R5.5.29 堀井電気工業所 堀井　義正 大津市仰木３－11－８
（般－３０）
第０１２７０７号

電

R5.5.30 岡鑿泉工業所 岡　久代 野洲市比江1188
（般－０２）
第０２００２８号

管・機・井・水

R5.5.30 株式会社マルホ建設 細江　貴之 米原市枝折362－２
（特－０３）
第０６０８２７号

土・と・石・鋼・舗・しゅ・塗・水・
解

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり建設業者の許可を取り消したので、同法第29条の５第１項の規定により
公告する。
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３　建設業の許可の一部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R5.5.8 株式会社プログレス 中川　直人 東近江市五個荘簗瀬町578－３
（般－０４）
第０４２１７５号

大・防

R5.5.12
一般仮設足場レンタ
ル業北村

北村　勝美 守山市幸津川3455－１
（般－０２）
第０２２７３１号

建

R5.5.16 マコト建設株式会社 石原　信夫 近江八幡市友定町320－１
（般－０４）
第０２２８０６号

土・と・水・解

R5.5.16
株式会社グローバル
アーツ

吉見　真祐子 東近江市市辺町2866
（般－０４）
第０４１８３８号

電

R5.5.16
コトブキ技建株式会
社

小西　善久 東近江市五智町386－４
（般－０３）
第０４１９５７号

土・と・舗・水・解

R5.5.22 本工業株式会社 本　知樹 長浜市五村238
（般－０４）
第０６０３６０号

大

R5.5.24
有限会社ヤマトフー
ズ

吉田　尚美 野洲市比留田1047
（般－３０）
第０２２８２７号

建・大・内

R5.5.30 有限会社コウヤマ 神山　俊彦 大津市伊香立途中町534－４
（般－０３）
第０１０４２６号

管・塗・園
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